
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

概要版 

令和７年３月策定 
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  羽島市では、平成１３年に「羽島市男女共同参画プラン」を策定し、男女共同参画社会の実現に向け、

様々な取組を進めてきました。これまでの取組により、男女共同参画意識が徐々に高まる一方で、固定的

な性別役割分担意識がいまだ根強く残っています。令和７年度からの新たな「羽島市男女共同参画プラン

２０２５」では、これまでの取組を継続、発展させるものとし、市民意識調査結果、国・県の動向、社会

情勢の変化、前プランにおける課題等を踏まえ、さらなる男女共同参画社会の実現を目指すために策定す

るものです。 

 

 

 

  本プランは、「羽島市第七次総合計画」を上位計画とする分野別計画です。 

また、本プランは、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定されている「市町村男女共同参画計

画」として位置づけるとともに、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第６条第２項に基づく

「羽島市女性活躍推進計画」、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２条の３第３

項に基づく「羽島市ＤＶ防止対策基本計画」を包含したプランとして策定します。 

 

 

 

本プランの期間は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。ただし、国内外の動向や社会

情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

本プランは、市民や有識者で構成する「羽島市男女共同参画懇話会」、市の部長級職員で構成する「羽島

市男女共同参画推進会議」及び市の課長級職員で構成する「羽島市男女共同参画推進会議研究部会」が中

心となり検討を行いました。 

また、本プランは、市民意識調査やパブリックコメントの実施など、 

各種の市民参画の過程を経て策定しています。 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度 

（2023 年度） 

令和 6年度 

（2024 年度） 

令和 7年度 

（2025 年度） 

令和 8年度 

（2026 年度） 

令和 9年度 

（2027 年度） 

令和 10 年度 

（2028 年度） 

令和 11 年度 

（2029 年度） 

       

  
 

    

１ プラン策定の趣旨 

２ プランの位置づけ 

３ プランの期間 

前プラン 

羽島市男女共同参画プラン２０２５ 

４ プランの策定体制 



 

 

①男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

②家事・育児・介護に携わる時間【勤務日】    ③審議会等への女性の登用率 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ＤＶの被害経験              ⑤ＤＶの被害を受けた際の相談先（複数回答） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている わからない

無回答

資料：令和5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」

①家庭生活 

②職場 

③地域活動の場 

④学校教育の場 

⑤政治の場 

⑥社会全体として 

39.9

71.6

9.4

56.3

26.5

84.9

3.8

2.0

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1時間未満 1時間以上 無回答

①全体 

②男性 

③女性 

資料：令和 5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

全体でみると、「１時間以上」が５６.３％となって

います。性別でみると、男性では、「１時間未満」が

７１.６％、女性では、「１時間以上」が８４.９％と

なっており、女性に家事・育児・介護に関して負担が

かかっている様子が見られます。 

家庭生活から社会全体に関するほとんどの分野で、『男性優遇』が高くなっており、特に「政治の場」「社会全

体として」が７５％以上と高くなっています。一方、「学校教育の場」では「平等である」が５０％程度と最も高

くなっています。 

市の審議会等への女性登用率は増加傾向にあり、

令和５年に３１.７％となっていますが、県に比べ低

い水準で推移しています。 
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羽島市 岐阜県

資料：羽島市市民協働課（各年 4月 1日） 

内閣府男女共同参画局資料（各年 4月 1日） 

 配偶者からのＤＶの被害の経験について、「被害の

経験が全くない」が７８％に対して、「被害の経験が

ある」は、１５％となっています。 

78%

15%

7%

経験が全くない

経験がある

無回答

資料：令和5年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」

 配偶者からのＤＶの被害を受けた際の相談先につい

て、全体でみると、「知人・友人」が６８.８％と最も

高く、次に「家族や親戚」が５０％となっています。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

警察

家族や親戚

知人・友人

市役所等の公的な相談窓口

68.8

50.0 

 

6.3 

 

0.0 

 

資料：令和 5 年度「羽島市男女共同参画に関する市民意識調査」 

５ 羽島市の現状と課題 



 

 

本プランの基本理念は、性別にかかわらず一人ひとりの考え方や生き方が尊重され、その個性と能力

を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指すことにあります。 

本プランでは、憲法第１１条及び第１３条に定められている基本的人権の享有と個人の尊重、生命・自

由・幸福追求の権利の尊重に基づき、男女が社会の対等な構成員としてともに認め合い、責任を担うパ

ートナーシップを確立し、あらゆる分野に参画できる社会の形成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 方針 施策の方向 

１ すべての人が尊重され

る社会の基盤づくり 

1 人権を尊重する意識の 

醸成 

⑴ 意識形成と普及啓発 

⑵ 性の尊重 

⑶ 多様性の理解 

2 男女共同参画の教育 ⑴ 学校等における教育 

⑵ 家庭・地域における教育 

２ あらゆる分野で活躍 

   できる環境づくり 

 

 

1 仕事と家庭の両立 

羽島市女性活躍推進計画 

⑴ 働きやすい環境づくり 

⑵ 育児・介護参画の支援 

⑶ 就業継続の支援 

2 女性の社会参画 ⑴ 政策・方針決定の場への参画促進 

⑵ 企業における男女共同参画の推進 

3 家庭・地域社会におけ 

る男女共同参画の推進 

⑴ 家庭生活・地域コミュニティ等におけ

る活動 

⑵ 防災活動 

３ 健幸で安全・安心な 

社会づくり 

 

 

1 自立を支える健幸と福 

祉の推進 

⑴ 高齢者・障がい者への支援 

⑵ 生活困窮者・ひとり親家庭等への 

支援 

2 心と体の健幸づくり ⑴ 生涯を通じた健幸づくり支援 

⑵ 女性のライフステージに応じた健幸づ

くり支援 

3 暴力のない社会づくり 

羽島市ＤＶ防止対策基本計画 

⑴ ＤＶ・ハラスメント等の防止 

⑵ 安心して相談できる体制づくり 

⑶ 被害者支援の充実 

６ プランの基本理念 

７ プランの体系 



 

 

 

 

 

 

 

家庭・地域・職場など、あらゆる分野で、すべての人が固定的性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア

ンコンシャス・バイアス）にとらわれることなく、個性や能力が認められ、また、男女が平等に責任を分か

ち合うことができる社会の実現のため、人権意識の醸成及び男女共同参画に関する教育の推進を図ります。 

 

方針１ 人権を尊重する意識の醸成 
 

【施策の方向】⑴ 意識形成と普及啓発 
 

 
 

 

【施策の方向】⑵ 性の尊重 
 

 
 

 

【施策の方向】⑶ 多様性の理解 

 

 
 

 

方針２ 男女共同参画の教育 
 

【施策の方向】⑴ 学校等における教育 

 

 
 

【施策の方向】⑵ 家庭・地域における教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人権問題啓発事業の推進  ●人権擁護委員による意識啓発  ●人権相談の実施 

●社会人権教育推進協議会に対する意識啓発  ●男女共同参画に関する総合的な情報提供  

基本目標 

１ 
すべての人が尊重される社会の基盤づくり 

●性教育の推進  ●有害図書類等の取り扱いについての啓発 

●性の多様性に対する理解促進  ●国際交流活動の充実 

●多文化共生社会の実現 

●幼少期からの男女平等意識の醸成に向けた取組の推進  ●家庭教育学級の開催 

●男女平等教育に関する指導研究  ●中学生向け啓発リーフレットの作成と配布 等 

 

●家庭向け啓発リーフレットの作成と配布  ●地域における男女共同参画教育の推進 

●閲覧用図書による教育・学習活動の充実 

 

８ 施策の展開 



 

 

 

 

 

すべての人があらゆる分野で最大限の能力を発揮し、活躍できるような社会の実現のため、政策・方針

決定の場への女性の社会参画を促進するとともに、家庭・地域社会における男女共同参画の推進を図りま

す。また、あらゆる分野で活躍できる環境として、仕事と家庭の両立は欠かせないものとなります。すべ

ての人がワーク・ライフ・バランスを図り、ウェルビーイングを意識した働きやすい環境づくり、男性の

育児・介護参画の支援、女性の就業継続の支援等を促進します。 

 

方針１ 仕事と家庭の両立 〈羽島市女性活躍推進計画〉 

【施策の方向】⑴ 働きやすい環境づくり 

 

 
 

【施策の方向】⑵ 育児・介護参画の支援 
 

 
 

 

【施策の方向】⑶ 就業継続の支援 

 

 

 

方針２ 女性の社会参画 

【施策の方向】⑴ 政策・方針決定の場への参画促進 

 

 
 

【施策の方向】⑵ 企業における男女共同参画の推進 

 

 

 

方針３ 家庭・地域社会における男女共同参画の推進 

【施策の方向】⑴ 家庭生活・地域コミュニティ等における活動 

 

 
 

【施策の方向】⑵ 防災活動 

 

 

 

●ライフスタイルに対応した保育サービスの充実 

●病児保育・病後児保育事業の推進 等 

●「子育てサポート事業」・「女性活躍推進企業」制度等の紹介 等 

●企業への育児・介護休業制度への理解促進  ●子育て相談体制の充実 

●市役所における育児・介護休業制度への理解促進  ●介護支援体制整備の推進 等 

●就職・再就職に関する情報提供  ●創業支援等事業計画に基づく創業支援 

●審議会等への女性の登用促進  ●市役所の女性職員の管理職への積極的な登用 

●新たな分野における女性の参画促進 

●女性の就労制度・法律に関わる情報提供  ●就労環境の改善に関わる情報提供 

●レスキュークロス羽島の男女共同参画の推進 ●防災・災害復旧活動における男女共同参画の推進 

●火災予防啓発活動における女性消防団員参加の促進   

●コミュニティ・スクールへの参画  ●保護者に対する男女共同参画の働きかけ 

●地域コミュニティ活動への参画促進  ●地域における男女共同参画の推進 等 

基本目標 

２ 
あらゆる分野で活躍できる環境づくり 



 

 

 

 

 

すべての人が希望に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会の実現のために基盤となるのは健康です。

自立を支える健康と福祉の推進を図るとともに、女性のライフステージに応じた健幸づくり支援を行いま

す。また、すべての人の安全・安心な社会形成のため、暴力を根絶する社会的気運を醸成し、被害者支援

の強化を図ります。 

 

方針１ 自立を支える健幸と福祉の推進 

【施策の方向】⑴ 高齢者・障がい者への支援 

 

 
 

【施策の方向】⑵ 生活困窮者・ひとり親家庭等への支援 

 

 

 

方針２ 心と体の健幸づくり 

【施策の方向】⑴ 生涯を通じた健幸づくり支援 

 

 

 

【施策の方向】⑵ 女性のライフステージに応じた健幸づくり支援 

 

 

 

方針３ 暴力のない社会づくり 〈羽島市ＤＶ防止対策基本計画〉 

【施策の方向】⑴ ＤＶ・ハラスメント等の防止 

 

 

 

【施策の方向】⑵ 安心して相談できる体制づくり 

 

 

 

【施策の方向】⑶ 被害者支援の充実 

 

 

●高齢者の相談窓口の充実  ●高齢者の社会参画の促進  ●介護予防対策の推進 

●障がい者への経済的支援  ●総合的な障がい者施策の推進 等 

●生活困窮者自立支援  ●ひとり親家庭等への自立支援  ●ひとり親家庭等への経済的支援 

●健幸づくりの取組への支援  ●生涯にわたるスポーツ活動の推進 

●国民健康保険及び後期高齢者医療における健康増進と疾病予防事業の推進 等 

●妊娠期及び子育て期の女性の健康支援  ●ライフステージに応じた検診の実施 

●ライフコースアプローチを踏まえた健康相談 

●女性への暴力の防止に関する啓発  ●子どもへの虐待防止対策の推進 

●若年者に対する予防啓発  ●各種ハラスメントの防止に向けた啓発 

●配偶者やパートナーからの暴力・児童虐待に関する相談体制の充実 

●子どもへの虐待防止のための相談体制強化  ●ＤＶ相談窓口の周知・啓発 等 

●被害者等の安全確保・支援体制の充実  ●自立のための支援体制の充実 

基本目標 

３ 
健幸で安全・安心な社会づくり 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本 

目標 
施策名 指標名 現状値 

令和 5 年度 

目標値 
令和 11 年度 

１ 

男女共同参画に関する総

合的な情報提供 

社会全体として男女の地位が「平等」と

感じている人の割合 
10.3％ 50％ 

性の多様性に対する理解

促進 

「性自認、性的指向、LGBTQ+」の内容を

知っている人の割合 
47.4％ 60％ 

家庭向け啓発リーフレッ

トの作成と配布 

家庭生活において男女の地位が「平等」

と感じている人の割合 
30.9％ 50％ 

地域における男女共同参

画教育の推進 

地域活動の場において男女の地位が「平

等」と感じている人の割合 
27.9％ 50％ 

２ 

「子育てサポート企業」・

「女性活躍推進企業」制度

等の紹介 

国の制度（えるぼし認定制度・くるみん

認定制度）で認定を受けた企業数（累計） 
3 社 4 社 

県の制度（ワーク・ライフ・バランス推

進エクセレント企業認定制度）で認定を

受けた企業数（累計） 

4 社 8 社 

市役所における育児・介護

休業制度への理解促進 

市役所男性職員における育児休業の取

得割合 
50.0％ 85％ 

審議会等への女性の登用

促進 
審議会等委員への女性の登用率 31.7％ 35％ 

３ 

健幸づくりの取組への支

援 
健康増進等教室参加者数（年間） 1,155 人 2,000 人 

ライフステージに応じた

検診の実施 

乳がん検診受診率 12.3% 13.8％ 

子宮がん検診受診率 9.7％ 11.2％ 

骨粗しょう症検診受診率 8.3％ 15％ 

【発行】羽島市市民協働部 市民協働課 

 〒501-6292 羽島市竹鼻町 55 番地 

TEL：058-392-1111  FAX：058-394-0025 

 Email：kyodo@city.hashima.lg.jp 

 

 

プラン本編はこちらから 

確認できます。【2 次元コード】 
 

https://www.city.hashima.lg.jp/1579html 

１．市の推進体制 

  男女共同参画に関する施策を総合的に推進するため、男女共同参画に関する取組を関係各課と連携を図

り、実施します。また、各施策を推進する職員一人ひとりが率先して行動できるよう、男女共同参画意識

の向上を図ります。 

２．市民参加によるプランの推進 

  男女共同参画に関する施策を着実に推進し、本プランを実効性のあるものとするため、市民や有識者か

らなる「男女共同参画懇話会」において、進捗状況の確認を行いながら、本プランの推進を図ります。 

３．国・県・他の自治体との連携と情報収集 

  本プランを効率的かつ効果的に推進するため、国や県、他の自治体との連携を強化し、男女共同参画に

関する方向性について整合を図ります。また、先進事例などの情報収集とその積極的な発信に努めます。 

４．プランの進行管理 

  本プランでは、数値による評価が可能なものについては、施策ごとに指標を設定しています。これらの

指標を活用し、進捗状況や成果を定期的に評価・検証し、次年度以降の施策の推進に反映していきます。 

 

９ プランの主な目標指標 

１０ プランの推進体制 


